
○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及

び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

平
成
二
十
六
年
度
の
私
立
の
大
学
の
収
容
定
員
（
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日
か
ら

同
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
文
部
科
学
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

別添１



こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



◎
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
～
８

（
略
）

１
～
８

（
略
）

９

平
成
二
十
六
年
度
の
私
立
の
大
学
の
収
容
定
員
（
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学

（
新
設
）

部
の
学
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
第
七
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日
か

ら
同
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
文
部
科
学
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


